
【その他施設費】

【官庁営繕事業】

事業
計画の
必要性

事業
計画の
合理性

事業
計画の
効果

20 11 107点 100点 121点
大臣官房

官庁営繕部計画課
（課長　住田 浩典）

5.4 2.8 113点 100点 121点
大臣官房

官庁営繕部計画課
（課長　住田 浩典）

その他

阿南税務署
四国地方整備局

　耐震性の不足、老朽、分散を解消する必要性が認められる。経済性、採算性等の合理性
があり、位置・規模・構造が適切で事業の効果が認められる。

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

供用後の
維持管理費
（億円）

評　　　価

高山地方合同庁舎
中部地方整備局

　老朽、耐震性の不足、狭あいを解消する等の必要性が認められる。経済性、採算性等の
合理性があり、位置・規模・構造が適切で集約合同化による事業の効果が認められる。

新規事業採択時評価結果一覧
（平成２７年８月末現在）

事業計画の必要性 - 既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標
事業計画の合理性 - 採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業として行うことの合理性を評価する指標
事業計画の効果    - 通常業務に必要な機能を満たしていることを確認・評価する指標
（採択要件：事業計画の必要性、事業計画の合理性及び事業計画の効果がいずれも100点以上）
供用後の維持管理費は、50年間にかかる費用を現在価値化したもの

担当課
（担当課長名）

別添３



【船舶建造事業】

154 106

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　上園　政裕）

74 53

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　上園　政裕）

68 62

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　上園　政裕）

18 12

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　上園　政裕）

8.8 6.2

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　上園　政裕）

9.4 2.5

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　上園　政裕）

・供用後の維持管理費は、各耐用年数にかかる費用を現在価値化したものである。

ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ２機搭載型巡
視船（ＰＬＨ型）
１隻建造
海上保安庁

整備しようとするPＬＨ型巡視船は、海上保安業務の遂行に必要な船体性能、監視採証能力、制圧能力、意思伝達能
力、情報共有能力等を有していることから、我が国周辺海域における海洋権益の保全、治安の確保、海難救助、海上
防災等の事案対応体制の強化を図ることができる。

中型巡視船（ＰＭ
型）
２隻建造
海上保安庁

整備しようとするPＭ型巡視船は、海上保安業務の遂行に必要な船体性能、監視採証能力、制圧能力、意思伝達能
力、情報共有機能、曳航能力等を有していることから、我が国周辺海域における海洋権益の保全、治安の確保、海難
救助、海上防災等の事案対応体制の強化を図ることができる。

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

供用後の
維持管理費
（億円）

整備しようとする小型測量船は、海上保安業務の遂行に必要な速力、航続距離、海洋調査能力等を有していることか
ら、港湾及び周辺海域における海洋調査体制の強化を図ることができる。

小型測量船（ＨＳ
型）
１隻建造
海上保安庁

評　　　価
担当課

（担当課長名）

小型巡視船（ＰＳ
型）
３隻建造
海上保安庁

整備しようとする小型巡視船（PS型）は、海上保安業務の遂行に必要な運動性能、監視採証能力、規制能力、意思伝
達能力等を有していることから、我が国周辺海域における海洋権益の保全及び治安の確保等の事案対応体制の強化を
図ることができる。

大型巡視艇（２３ｍ
型）
２隻建造
海上保安庁

整備しようとする大型巡視艇（２３ｍ型）は、災害対応能力、速力、操縦性能、夜間監視・採証能力等が強化されて
おり、南海トラフ巨大地震等による大規模災害発生時の救援等の事案対応体制の強化を図ることができる。

小型巡視艇（ＣＬ
型）
２隻建造
海上保安庁

整備しようとするＣＬ型巡視艇は、海上保安業務の遂行に必要な運動性能、監視採証能力等を有していることから、
港及び周辺海域における治安の確保、海難救助等の事案対応体制の強化を図ることができる。



【海上保安官署施設整備事業】

事業計
画の必
要性

事業計
画の合
理性

事業計
画の効

果

8.4 10 100点 100点 121点

海上保安庁
装備技術部
施設補給課

（課長　秋好　晋）

4.0 3.8 100点 100点 110点

海上保安庁
装備技術部
施設補給課

（課長　秋好　晋）

3.8 1.8 100点 100点 121点

海上保安庁
装備技術部
施設補給課

（課長　秋好　晋）

・供用後の維持管理費は50年間にかかる費用を現在価値化したものである。

・事業計画の効果　－通常業務に必要な機能を満たしていることを確認・評価する指標

　※採択要件：事業計画の必要性、事業計画の合理性及び事業計画の効果がいずれも100点以上

担当課
（担当課長名）その他

・事業計画の必要性－既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標

・事業計画の合理性－採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業として行うことの合理性を評価する指標

評　　　価

宮古島地区施設整備により、我が国の主権を堅持し、海洋権益を確保するための
外国漁船等に対する迅速かつ的確な対応体制を構築することができる。

宮古島地区施設整備
（訓練施設の整備）
海上保安庁

宮古島地区施設整備により、我が国の主権を堅持し、海洋権益を確保するための
外国漁船等に対する迅速かつ的確な対応体制を構築することができる。

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

供用後の
維持管理費
（億円）

宮古島地区施設整備
（船艇用品庫の整
備）
海上保安庁

海上保安大学校の施
設整備
（国際研修センター
（仮称）の整備）
海上保安庁

アジア諸国の海上保安機関の能力向上支援のため、アジア諸国の海上保安機関の
初級幹部に対して実務と理論を兼ね備えた修士レベルの高度な教育を実施する海
上保安政策課程の拡充や各国海上保安機関の職員に対する各種研修実施体制の強
化を図るとともに、各国海上保安教育機関の教育の質の向上に資する人材育成モ
デルの展開、国際シンポジウム等の実施が可能となる。


